
 

 
 
 

 

令和７年１２月１６日 

農 林 水 産 部 

 

緑白綬
りょくはくじゅ

有功
ゆうこう

章
しょう

受章者が表敬訪問されます 
 

 
 

 
 

 

１  日時・場所 

     期日：１２月２２日（月） １４時～ 

   場所：市長公室応接室 

 

２  受章者 

   石川
いしかわ

 勇
ゆう

治
じ

氏・利
とし

恵
え

氏 （七山） 

 

３  出席者 

   石川 勇治氏・利恵氏 

   佐賀県東松浦農業振興センター長 

   唐津市長、農林水産部長 

 

４  内容 

   公益社団法人 大日本農会が行う令和７年度農事功績者表彰において、石川勇治氏・利

恵氏ご夫妻が緑白綬有功章を受章されました。その受章報告のため、表敬訪問されます。 

 

【農事功績者表彰事業とは】 

     農事改良の奨励または実行上功績顕著な者、農業上の有益な発見または研究を行い功

績顕著な者等に対し、明治２７（１８９４）年以来、総裁（秋篠宮皇嗣殿下）の御名をもって表

彰を行い、賞章および賞状を授与しているものです。令和７（２０２５）年で第１０９回を迎えま

す。 

 ○令和７年度 表彰式 

期日：１１月１２日 

場所：赤坂インターシティ AIR ４階「the AIR」 

  

本件の問い合わせ先 

農林水産部 農政課 庶務係 

担当：通山 

電話：直通 ７２-９１２８ （内線２４１５） 

農事改良の奨励や農業上の有益な発見・研究等の功績顕著な者等を対象とする農事功績

者表彰において、石川 勇治氏・利恵氏ご夫妻が緑白綬有功章を受章されました。 

受章報告のため、市長を表敬訪問されます。 
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（別紙） 

 

【緑白綬有功章 受章者について】 

（１）経営概要 

     水稲・施設トマト作複合経営 水稲 11.3ha、トマト６０a、ほうれんそう１０a 

 

（２）石川勇治氏の主な略歴 

  〇平成 8年：さが農業逸品づくり農業者ほうれんそう部門 

  〇平成１６年～21年：佐賀県指導農業士 

〇平成 22年～現在：県農業士 

  〇平成 22年～26年：JA からつほうれんそう部会長 

  〇令和 4年～6年：唐津地区農業士会長 

  〇令和 5年～6年：「第 26回全国担い手サミット in さが」唐津・玄海地区運営委員長  

 

（３）功績概要 

〇農事改良等の実績 

石川勇治氏は、露地トマトから施設栽培へ転換し、現在は 21棟・60a の規模で生産を 

確立。また、ほうれんそう栽培を導入し部会設立に尽力、複合経営のモデルを構築。水稲で

は減農薬・減化学肥料による環境保全型農業を推進し、スマート農業技術を導入して効率

化を実現しました。 

    〇地域農業への貢献 

ほうれんそう部会や特別栽培組合の代表として地域農業を牽引し、直売所「鳴神の庄」

設立にも参画。農業士として研修生指導や担い手育成に尽力し、全国担い手サミット運営に

も貢献しました。妻・利恵氏は農業委員として地域計画策定や女性農業者の支援を行い、夫

妻で地域農業の発展に寄与しています。 

 

 


